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施設・設備一覧 

（１）新湊マリーナ泊地 

   面積 37,800㎡ 水深３ｍ 

（２）新湊マリーナ浮き桟橋 

   主桟橋８バース、補助桟橋 102バース、水深３ｍ 

 
バース 

主桟橋 補助桟橋 渡り橋 抗摺動装置 

延長(ｍ) 基数(本) 基数(本) (式) 

１ Ａ 65 14 １ ６ 

２ Ｂ 55 12 １ ５ 

３ Ｃ 65 14 １ ６ 

４ Ｄ 55 12 １ ５ 

５ Ｅ 65 14 １ ６ 

６ Ｆ 45 10 １ ４ 

７ Ｇ 65 17 １ 14 

８ Ｈ 42 ９ １ ８ 

（３）新湊マリーナ物揚場 

  延長 455ｍ（取り付け 26ｍ）、エプロン幅６～８ｍ、水深３ｍ 

（４）新湊マリーナ船揚場 

   延長 50ｍ（２レーン） 

（５）新湊マリーナ給電給水施設 

   ９基 

（６）新湊マリーナ給水施設 

   49基 

（７）新湊マリーナ給油施設 

   地下タンク式 30kl 

（８）新湊マリーナ修理ヤード 

   面積 528㎡ 

（９）新湊マリーナ艇庫 

   面積 534㎡ 鉄骨平屋建（一部） 

（10）新湊マリーナ艇置場 

   面積 48,500㎡ 舗装 

（11）新湊マリーナ車庫 

   面積 98㎡ 鉄骨造平屋建 

（12）新湊マリーナ詰所 

   面積 42㎡ 鉄骨造平屋建 

（13）新湊マリーナ上下架施設 



   自走式クレーン CPEマリンストラドルキャリアー １基 

   テルハ式クレーン     １基 

   ボート牽引車 トヨタ・スキッドステアローダー ２基 

   ボート牽引車 住友 11FD20PAXIII   １基 

   ジブクレーン     １基 

（14）新湊マリーナ管理棟 面積 344㎡ 鉄骨造 

・オーナーズルーム 延べ床面積 253㎡、鉄骨造２階建 

・多目的広場(バーベキュー施設含む) 延べ床面積 29㎡、鉄骨造(東屋部分のみ) 

・渡り廊下 面積 62㎡、鉄骨造 

（15）消防施設 

設   備 

消火器 大型 ４本 

小型 10本 

オーナーズルーム 小型５本 

クラブハウス 小型５本、大型１本 

給油所 大型３本 

艇庫 小型６本 

自動火災報知設備 受信機 ２台、総合盤 ５台、 

感知器（差動式）５個、感知器（定温式）53個 

煙感知器 ３個 

非常警報設備 非業警報複合装置 ３台 

（16）自家用電気工作物 

   ・受電設備 

設備容量※525キロボルトアンペア 

（発電所発電機定格容量分含む） 

受電電圧 6,600ボルト 

（17）監視システム 

   24時間カードキーシステム１式、監視カメラシステム１式（監視カメラ９台） 

（18）照明灯 

  マリーナ内  15基、イルミネーションライト  １基 

  緑地公園内  ８基、イルミネーションライト  ２基 



備品一覧 

品目 規格 数量 

自動体外式除細動器 ハートスタート FR-2 １ 

マリーナ用上下架施設 CPEマリンストラドルキャリアー １ 

マリーナ用ボードけん引車 トヨタ・スキッドステアローダー ２ 

立山連峰 絵画 100号 １ 

冬構 絵画 130.3×162.0 １ 

50型液晶テレビ シャープ LC-50U45 １ 

製氷機 IM-90DM-1-STN １ 

マリーナ用船舶牽引車 住友 11FD20PAXIII １ 

 



マリーナ料金表（条例抜粋※R8.4.1～） 

 

種 別 単 位 金 額 

１ 管理棟会議室 午前９時から午後５時まで  1,840 円 

午前９時から正午まで 800 円 

午後１時から午後５時まで  1,060 円 

超過時間１時間 300 円 

２ 艇庫(ディンギーヨ

ットに限る。) 

日額 １隻につき   90 円 

月額 １隻につき 2,460 円 

３ 桟橋及び物揚場 

長さ 5 メートル未満の船舶 
日額 １隻につき 1,820 円 

月額 1 隻につき 15,190 円 

長さ 5 メートル以上 6 メートル未満の船舶 
日額 １隻につき 2,020 円 

月額 １隻につき 16,710 円 

長さ 6 メートル以上 7 メートル未満の船舶 
日額 １隻につき 2,190 円 

月額 １隻につき 18,230 円 

長さ 7 メートル以上 8 メートル未満の船舶 
日額 １隻につき 2,370 円 

月額 １隻につき 19,750 円 

長さ 8 メートル以上の船舶 
日額 １隻につき 2,560 円 

月額 １隻につき 21,270 円 

10 メートル桟橋 
日額 １隻につき 3,220 円 

月額 １隻につき 26,730 円 

12 メートル桟橋 
日額 １隻につき 4,180 円 

月額 １隻につき 34,750 円 

15 メートル桟橋 
日額 １隻につき 9,240 円 

月額 １隻につき 76,810 円 

４ 艇置場 

ディンギーヨット 
日額 １隻につき 90 円 

月額 １隻につき 2,460 円 

デ ィ ン

ギ ー ヨ

ッ ト 以

外の船

舶 

長さ 5 メートル未満の船舶 月額 １隻につき 12,670 円 

長さ 5 メートル以上 6 メートル未

満の船舶 
月額 １隻につき 13,930 円 

長さ 6 メートル以上 7 メートル未

満の船舶 
月額 １隻につき 15,190 円 

長さ 7 メートル以上 8 メートル未

満の船舶 
月額 １隻につき 16,460 円 

長さ 8 メートル以上 9 メートル未

満の船舶 
月額 １隻につき 17,720 円 

長さ 9 メートル以上 10 メートル

未満の船舶 
月額 １隻につき 18,990 円 



長さ 10 メートル以上 11 メートル

未満の船舶 
月額 １隻につき 20,250 円 

長さ 11 メートル以上 12 メートル

未満の船舶 
月額 １隻につき 21,510 円 

長さ 12 メートル以上 13 メートル

未満の船舶 
月額 １隻につき 27,970 円 

長さ 13 メートル以上 14 メートル

未満の船舶 
月額 １隻につき 29,230 円 

長さ 14 メートル以上 15 メートル

未満の船舶 
月額 １隻につき 30,500 円 

長さ 15 メートル以上 16 メートル

未満の船舶 
月額 １隻につき 45,740 円 

長さ 16 メートル以上 17 メートル

未満の船舶 
月額 １隻につき 47,010 円 

長さ 17 メートル以上 18 メートル

未満の船舶 
月額 １隻につき 48,270 円 

長さ 18 メートル以上の船舶 月額 １隻につき 65,750 円 

５ 給油施設 月額 132,000円 

６ 上下架施設 長さ 13 メートル未満の船舶 上下架１回につき 3,450 円 

長さ 13 メートル以上 14 メートル未満の船

舶 
上下架１回につき 8,640 円 

長さ 14 メートル以上 15 メートル未満の船

舶 
上下架１回につき 9,780 円 

長さ 15 メートル以上 16 メートル未満の船

舶 
上下架１回につき 10,920 円 

長さ 16 メートル以上 17 メートル未満の船

舶 
上下架１回につき 12,060 円 

長さ 17 メートル以上 18 メートル未満の船

舶 
上下架１回につき 13,200 円 

長さ 18 メートル以上の船舶 上下架１回につき 14,340 円 

７ 修理ヤード １隻１日につき 2,200 円 

備考 

１ 「ディンギーヨット」とは、センターボードの上げ下ろしが手動でできる艇長５メー

トル未満のヨットをいう。 

２ 県外に住所を有する者が艇庫、桟橋、物揚場又は艇置場を使用する場合の金額は、金

額の欄に掲げる額に当該額の 100分の 50に相当する額を加算した額とする。 

３ 桟橋（10メートル桟橋、12メートル桟橋及び 15メートル桟橋に限る。）を使用する場

合の金額は、停泊する船舶の長さにかかわらず、この表の種別に応じ、当該桟橋の金額

の欄に掲げる額とする。 

 



現在のマリーナ料金表 

 

種 別 単 位 金 額 

１ 管理棟会議室 午前９時から午後５時まで  1,840 円 

午前９時から正午まで 800 円 

午後１時から午後５時まで  1,060 円 

超過時間１時間 300 円 

２ 艇庫(ディンギー

ヨットに限る。) 

日額 １隻につき   90 円 

月額 １隻につき 2,460 円 

３ 桟橋 

長さ 5 メートル未満の船舶 月額 １隻につき 12,630 円 

長さ 5 メートル以上 6 メートル未満の船舶 月額 １隻につき 15,400 円 

長さ 6 メートル以上 7 メートル未満の船舶 月額 １隻につき 18,230 円 

長さ 7 メートル以上 8 メートル未満の船舶 月額 １隻につき 19,750 円 

長さ 8 メートル以上の船舶 月額 １隻につき 21,270 円 

10 メートル桟橋 月額 １隻につき 26,730 円 

12 メートル桟橋 月額 １隻につき 34,750 円 

15 メートル桟橋 月額 １隻につき 54,220 円 

４ 艇置場 

ディンギーヨット 
日額 １隻につき 90 円 

月額 １隻につき 2,460 円 

ディンギ

ー ヨ ッ ト

以外の船

舶 

長さ 5 メートル未満の船舶 月額 １隻につき 9,170 円 

長さ 5 メートル以上 6 メートル未

満の船舶 
月額 １隻につき 11,320 円 

長さ 6 メートル以上 7 メートル未

満の船舶 
月額 １隻につき 13,570 円 

長さ 7 メートル以上 8 メートル未

満の船舶 
月額 １隻につき 15,930 円 

長さ 8 メートル以上 9 メートル未

満の船舶 
月額 １隻につき 17,720 円 

長さ 9 メートル以上 10 メートル

未満の船舶 
月額 １隻につき 18,990 円 

長さ 10 メートル以上 11 メートル

未満の船舶 
月額 １隻につき 20,250 円 

長さ 11 メートル以上 12 メートル

未満の船舶 
月額 １隻につき 21,510 円 

長さ 12 メートル以上 13 メートル

未満の船舶 
月額 １隻につき 27,970 円 

長さ 13 メートル以上 14 メートル

未満の船舶 
月額 １隻につき 29,230 円 

長さ 14 メートル以上 15 メートル

未満の船舶 
月額 １隻につき 30,500 円 

長さ 15 メートル以上 16 メートル

未満の船舶 
月額 １隻につき 45,740 円 



長さ 16 メートル以上 17 メートル

未満の船舶 
月額 １隻につき 47,010 円 

長さ 17 メートル以上 18 メートル

未満の船舶 
月額 １隻につき 48,270 円 

長さ 18 メートル以上の船舶 月額 １隻につき 62,750 円 

５ 給油施設 月額 62,850 円 

６ 上下架施設 長さ 13 メートル未満の船舶 3,450 円 

長さ 13 メートル以上 14 メートル未満の船舶 8,640 円 

長さ 14 メートル以上 15 メートル未満の船舶 9,780 円 

長さ 15 メートル以上 16 メートル未満の船舶 10,920 円 

長さ 16 メートル以上 17 メートル未満の船舶 12,060 円 

長さ 17 メートル以上 18 メートル未満の船舶 13,200 円 

長さ 18 メートル以上の船舶 14,340 円 

７ 修理ヤード １隻１日につき 2,200 円 

８ ビジター 長さ 5 メートル未満の船舶（機関を有するも

のに限る） 
日額 １隻につき  1,820 円 

長さ 5 メートル以上 6 メートル未満の船舶 日額 １隻につき  2,020 円 

長さ 6 メートル以上 7 メートル未満の船舶 日額 １隻につき 2,190 円 

長さ 7 メートル以上 8 メートル未満の船舶 日額 １隻につき 2,370 円 

長さ 8 メートル以上の船舶 日額 １隻につき 2,560 円 

10 メートル桟橋 日額 １隻につき 3,220 円 

12 メートル桟橋 日額 １隻につき 4,180 円 

15 メートル桟橋 日額 １隻につき 6,520 円 

９ 管理棟 ロッカー 月額 １個につき 1,220 円 

バーベキュー設備 

利用時

間 ２ 時

間まで 

１卓につき 4,070 円 

超過時

間 １ 時

間 

１卓につき 2,040 円 

備考 

１ 「ディンギーヨット」とは、センターボードの上げ下ろしが手動でできる艇長５メー

トル未満のヨットをいう。 

２ 県外に住所を有する者が桟橋又は艇置場を使用する場合の金額は、金額の欄に掲げる

額に当該額の 100分の 50に相当する額を加算した額とする。 

３ 「ビジター」とは、船舶の航行又は停泊を目的として、港湾法第 34条において準用す

る港湾法第12条第５項の規定により公示された伏木富山港の新湊地区の新湊マリーナ泊

地を利用しようとする者（３の項及び４の項に掲げる金額の対象となる特定マリーナ施

設に係る富山県港湾管理条例第 25 条第１項の規定（平成 18 年４月１日施行）による許



可を受けた者を除く。）をいう。 

４ 桟橋（10メートル桟橋、12メートル桟橋及び 15メートル桟橋に限る。）を使用する場

合、（ビジターが当該桟橋を使用する場合を含む。）の金額は、停泊する船舶の長さにか

かわらず、この表の種別に応じ、当該桟橋の金額の欄に掲げる額とする。また、10 メー

トル桟橋の係留可能艇は艇長 12 メートル未満の船舶、12 メートル桟橋の係留可能艇は

15メートル未満の船舶とする。 

 

利用料金の減免基準 

（１）マリーナ施設における救助活動に著しく貢献するものであると認められる場合 

   利用料金の１０分の５の額 

（２）広域的なスポーツ交流の振興に資すると認められる場合 

利用料金の１０分の１０の額 

（３）修理ヤードを利用するビジター以外の者 

   利用料金の１０分の１０の額 

（４）富山県が所有する警備艇 

   利用料金の１０分の１０の額 

（５）上下架施設の利用料金額１０回分を一括して前納した者による１１回目の利用 

   利用料金の１０分の１０の額 


